
受付・審査 

（立会業務の一部を委託業務にて行っております。）審査をし、

申請不受理、受理（市職員立会、委託立会、立会省略）を決定  

【要領第６条】 

（委託立会の場合） 

立会日程の調整連絡

が業務受託者よりあり

ますので、立会の日時

を決定して下さい。 

（市職員立会の場合） 

立会日程の調整連絡が

市の職員よりあります

ので、立会の日時を決

定して下さい。 

関係土地所有者に立会依頼 

【要領第８条３項】 

事前調査 

事前協議 

申請中の官民境界査定ラインの是非

を机上協議 
立会準備 

現地仮杭設置、マーキング等（立

会前までに完了させて下さい） 

境界立会 

立会時刻までには現地立会ができるよう立会準備を完了させておいて下さい【要領第９条】 

（立会省略） 

立会協議が整った場合 再度立会協議が必要な場合 立会協議が整わない場合 

東海市、申請者双方で再度協

議し、再立会を実施 

立会協議が整った場合 立会協議が整わなかった場合 

境界確定証明が必要な場合 

境界確定証明願（様式第１０号）を提

出   

境界確定証明が不要な場合 

境界立会報告書（様式第５号）を提出  

境界確認不調通知

書（様式第１４号）を

発行【要領第１７条】 

境界杭等交付申請書（様式第８）を提出 

官民境界点への杭の設置は市の境界標を使

用すること。※直線上の民地境界を示す杭は

任意の杭で構いません。 

境界杭等設置報告書（様式第９）を提出 

官民境界点への杭の設置は市の境界標を使

用すること。※直線上の民地境界を示す杭は

任意の杭で構いません。 
境界標を設置 

境界立会報告書

に不調の旨を記

載し（様式第５号

使用）提出  

境界確定証明書

（様式第１０号）を発

行【要領第１３条】 

境界確定通知書（様式第7号）を

発行【要領第１０条４項】 

東 海 市 申 請 者 

概ね２週間 

程度 

申請から立会まで 

道水路等境界確認事務実施要領  フローチャート 

立会から完了まで 

立会前に不備・指

摘等ありましたら

連絡します 

立会申請（様式第１号） 

添付書類 

位置図、公図写し、現況実測平面図、隣接土地所有者

一覧表、その他境界査定に必要な書類（地積測量図、

市保管確定図、換地確定図等）  【要領第３条】 


